
議 会 運 営 委 員 会 日 程

平成２８年９月６日（火） 

午前１０時 ５０２会議室 

日程第１ ９月７日（水）の本会議の運営について 

 【別紙「９月７日（水）の本会議の議事要領」による】 

日程第２ その他 
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９月７日（水）の本会議の議事要領 

１  

日程第１ 分割議決議案１件を上程 

    議案第１３７号 平成２８年度川崎市一般会計補正予算 

(1) 委員長報告 （日程第１の議案１件） 

   総務委員長からの報告 

～ 委員長報告に対する質疑 ～

 (2) 討 論 

 (3) 採 決 

  ① 議案第１３７号を起立により採決 
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平成２８年第３回川崎市議会定例会 
議事日程第２号 

平成２８年９月７日（水）  
午前１０時  開  議 

第 １ 

議案第１３７号  平成２８年度川崎市一般会計補正予算 
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平成２８年９月５日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     石 田 康 博 様

                            総 務 委 員 長 

                              浜 田 昌 利

総務委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１３７号 平成２８年度川崎市一般会計補正予算

（原案可決）
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委員会室におけるインターネット議会中継（委員会中継）の概要について 

１ 趣旨・目的 

  『市民に身近な開かれた議会』の一層の推進を図るため、議場で行っている本会議や予算審査特

別委員会、決算審査特別委員会（全体会）のインターネット中継に加えて、各会議室で行っている

委員会でもインターネット中継を実施する。また、近年のスマートフォン及びタブレット端末の普

及に対応するため、パソコンのみならず、スマートフォンやタブレット端末からでも生中継及び録

画中継を視聴できるようにする。 

２ 中継設備を設置する会議室 

  ５０２会議室・６０１会議室・６０２会議室・６０３会議室・６０５会議室 

３ 中継を実施する委員会 

 ・常任委員会（総務委員会、文教委員会、健康福祉委員会、まちづくり委員会、環境委員会） 

 ・議会運営委員会 

 ・決算審査特別委員会分科会（総務分科会、文教分科会、健康福祉分科会、まちづくり分科会、   

環境分科会） 

４ 開始時期 

  平成２８年９月２３日（金）の決算審査特別委員会総務分科会から順次開始 

  ※録画中継は生中継後３日程度（土日祝除く。）で視聴可能（次年度まで視聴可能） 

５ 委員会中継配信ページ 

  川崎市議会ホームページ内に「インターネット議会中継

（委員会中継）」配信ページを設置。（パソコン、スマート

フォン、タブレット端末からも視聴可能） 

６ 中継イメージ（定点撮影） 

７ 委員会中継データの複製 

  本会議と同様の扱いとする。（あらかじめ届け出た目的のために利用し、他の議員の発言が含ま

れる場合は、該当の議員に通知すること。） 

配信ページ（※画面は制作中のもの） 

５０２会議室 

６０３会議室 

６０１会議室 ６０２会議室 

６０５会議室 
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委員会室におけるインターネット議会中継の開始に伴う

請願・陳情の書記朗読について

１ 現状

（1） 委員会審査日
   請願・陳情文を書記が全文朗読

   ・請願・陳情番号  ・提出年月日       ・提出（代表）者の住所 

   ・提出団体名    ・提出（代表）者の氏名  ・署名人数（追加署名を含む）  

   ・請願・陳情名   ・請願・陳情文の全文 

（2） 委員会記録
   請願・陳情文の朗読部分は省略（追加署名は記載） 

（例）平成２８年６月１０日文教委員会記録（抜粋）

○松原委員長 続きまして、教育委員会関係の請願の審査として、「請願第１９号 義務教育に係る

国による財源確保と、３０人以下学級の実現をはかり、教育の機会均等と水準の維持向上、並び

にゆきとどいた教育の保障に関する請願」及び「請願第２０号 教育格差をなくし、ゆきとどい

た教育を求める請願」の請願２件の審査に入ります。

  ２件につきましては、いずれも義務教育の充実等を求める内容が含まれておりますので、２件を一

括して審査いたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

（ 異議なし ）

○松原委員長 それでは、２件を一括して審査をいたします。

  事務局から請願文の朗読をお願いいたします。

○青山書記 （請願第１９号及び請願第２０号朗読） 

  請願第１９号について追加署名６，０７４名、合計６，０８０名。 

  請願第２０号について追加署名４０４名、合計１万１，３０１名。 

○松原委員長 次に、理事者から説明をお願いいたします。

（3）市議会ホームページへの請願・陳情文の掲載（平成２４年１１月１２日 団長会議で確認） 
  個人情報に配慮した上で掲載

  ア 住所  ⇒削除 

  イ 提出者 ⇒提出者が個人の場合は氏名を削除    「○○区在住者」 

        ⇒提出者が団体の場合は代表者の氏名を削除、団体名は記載 

                        「○○区 △△協議会」 

  ウ 署名  ⇒原文のとおり記載

２ 見直し案 

インターネット議会中継の開始に伴い、委員会審査日における書記朗読を、市議会ホームページ

への請願・陳情文の掲載に準じ、個人情報に配慮した上で朗読。 

  その他は特に変更しない。

（参考）

議会運営の手引き

第４章 常任委員会

（略）

第３節 運営

（略）

１２８ 請願、陳情の審査にあたっては、本文の写しを配布し、最初の審査のときに書記が朗読する。
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